
２０２5年度愛知県盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会実施要綱 

１  目 的  盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・介助員を 養成する為の 
講習会を開催する。 

２  主  催  愛知県、名古屋市 

３  実 施 団 体  一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 あいち聴覚障害者センター 

４  協 力 団 体  特定非営利活動法人愛知盲ろう者友の会 

５  日 程  2025年 9月 3日(水)から 12月 17日(水)全１６回 

※別紙カリキュラム参照 

６  会 場  名古屋国際センター 第三研修室等 

名古屋市中村区那古野一 T目４７番１号 

7  受  講  料  無料 (ただし、教材・実技に一部実費負担あり) 

8  募 集 人 員  ２０名 

9  申 込 条 件  盲ろう者福祉に深い関心を有し、愛知県(名古屋市を含む)盲ろう者向け通訳・介助員 
として活動する意欲があり、下記のいずれにも該当する者とする 

① 事前面接会に出席できる者 

② 手話または点字の基礎を有している者 

③ 満 18歳以上の者(2025年 4月 1日現在) 

10事前面接会 

日 程     ２０25年８月２日(土) 

時 間 午前１０時 時間厳守 (受付 午前９時４５分から) 

会   場     あいち聴覚障害者センター 大会議室 

・手話または点字の実技試験あり 

・個人面接の順番は当日決まります。(終了時間は面接人数により異なります) 

※事前面接会の選考結果は後日郵送致します。 

11修 了 要 件  下記の条件をすべて満たしていること 

① 講習会に対して積極的な態度・熱意があること 

② 必須科目を全て受講した者 

③ 必須科目を除いたカリキュラムを９０％以上出席した者 

【修了後の登録について】 

修了者のうち、下記の条件をすべて満たしていると認定された方は、 



愛知県及び名古屋市の盲ろう者向け通訳・介助員として、登録することができます。 

① 盲ろう者の福祉に理解と熱意を有していること 

② 盲ろう者向け通訳・介助員の活動ができること 

③ コミュニケーション手段の技術および介助技術を習得していること 

※修了者であっても、条件に満たないと判断した場合、登録は出来ません。 

12申 込 方 法 受講を希望する方は、別添の「愛知県盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会申込書」 

に必要事項を記入し、あいち聴覚障害者センターに提出するものとする (持参または

郵送のみ可) 

13申 込 期 限 ２０２５年 ７月 28日(月) 消印有効 

申込み・問合せ先 あいち聴覚障害者センター 

〒４６０－０００１ 名古屋市中区三の丸１-７-２ 桜華会館南館 1階 

FAX：０５２-２２１-８６６３ TEL：０５２-２２８-６６６０ 

Mail: aichi.deaf.center@flute.ocn.ne.jp 

mailto:aichi.deaf.center@flute.ocn.ne.jp

